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平成31年３月12日

株 主 各 位
新 潟 県 燕 市 東 太 田 9 8 7 番 地

株 式 会 社 遠 藤 製 作 所
代表取締役社長　 渡 部 　 大 史

第69回定時株主総会招集ご通知

拝啓　平素は格別のご高配を賜り厚く御礼申し上げます。
さて、当社第69回定時株主総会を下記により開催いたしますので、

ご出席くださいますようご通知申し上げます。
なお、当日ご出席願えない場合は、書面によって議決権を行使することができ

ますので、お手数ながら後記の株主総会参考書類をご検討のうえ、同封の議決権

行使書用紙に議案に対する賛否をご表示いただき、平成31年３月27日（水曜日）

午後５時40分までに到着するようご返送くださいますようお願い申し上げます。

敬　具
記

１．日 時 平成31年３月28日（木曜日）午前10時
２．場 所 新潟県燕市井土巻三丁目65番地

燕三条ワシントンホテル（３階ホール）

（末尾の株主総会会場ご案内図をご参照ください。）
３．目 的 事 項

報 告 事 項 １．第69期（平成30年１月１日から平成30年12月31日まで）事
業報告、連結計算書類並びに会計監査人及び監査役会の連
結計算書類監査結果報告の件

２．第69期（平成30年１月１日から平成30年12月31日まで）計
算書類報告の件

決 議 事 項
第１号議案 剰余金処分の件
第２号議案 取締役５名選任の件
第３号議案 監査役３名選任の件

以　上



当日ご出席の際は、お手数ながら同封の議決権行使書用紙を会場受付にご提出

くださいますようお願い申し上げます。

なお、株主総会参考書類並びに事業報告、計算書類及び連結計算書類に修正が

生じた場合は、インターネット上の当社ウェブサイト（アドレス　

http://www.endo-mfg.co.jp）に掲載させていただきます。
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（提供書面）

事　 業　 報　 告

( 平成30年１月１日から
平成30年12月31日まで )

当社は、平成29年度より決算日を３月31日から12月31日に変更しました。

この結果、当連結会計年度（平成30年１月１日から平成30年12月31日）は、

決算期変更の経過期間であった前連結会計年度（平成29年４月１日から平

成29年12月31日）と連結対象期間が異なるため、前連結会計年度との比較

分析は行っておりません。

１．企業集団の現況

(1) 当連結会計年度の事業の状況

①　事業の経過及び成果

当連結会計年度におけるわが国経済は、企業収益や雇用・所得環境の改

善が続く中、景気は緩やかな回復基調で推移しておりますが、通商問題を

はじめ海外経済の不確実性や金融資本市場の変動の影響等から、景気を下

押しする不安要因もあり、依然として先行き不透明な状況で推移いたしま

した。

このような状況のもと、当社グループは、ゴルフ事業で海外生産工場の

移転集約による生産体制の 適化・効率化を進めるとともに、全社で受注

獲得の取り組みの強化、生産効率の向上や製造コストの一層の低減に取り

組んでまいりました。

この結果、当連結会計年度の業績は、売上高117億86百万円となりまし

た。利益面につきましては、売上高の増加、コスト低減や生産性の向上等

から、営業利益８億６百万円、経常利益９億12百万円、親会社株主に帰属

する当期純利益５億63百万円となりました。

<セグメント別の概況>

（ゴルフ事業）

ゴルフ事業につきましては、海外生産工場の集約効果を発揮すべく努

めるとともに、取引先主力モデルの受注獲得強化、生産効率の向上に取

り組む等により、売上高46億83百万円、営業利益３億３百万円となりま

した。
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（メタルスリーブ事業）

メタルスリーブ事業につきましては、開発力を高め高付加価値製品の

供給や新規販路の開拓・拡大に努めるとともに、生産性の向上、コスト

低減に取り組む等により、売上高11億91百万円、営業利益２億19百万円

となりました。

なお、平成30年１月１日より、従来の「ステンレス事業」から「メタ

ルスリーブ事業」にセグメント名称を変更いたしました。

（鍛造事業）

鍛造事業につきましては、タイ国内の自動車生産・販売台数が回復す

る中、受注獲得の取り組み強化による生産数の増加や一層のコスト低減

に取り組む等により、売上高59億12百万円、営業利益８億31百万円とな

りました。

事 業 区 分 売 上 高 構 成 比

ゴ ル フ 事 業 4,683百万円 39.7％

メ タ ル ス リ ー ブ 事 業 1,191百万円 10.1％

鍛 造 事 業 5,912百万円 50.2％

合 計 11,786百万円 100.0％

②　設備投資の状況

当連結会計年度において実施いたしました企業集団の設備投資の総額は

12億31百万円で、その主なものは次のとおりであります。

（ゴルフ事業）

生産性の向上、安定的な品質向上のための工場改装、生産ラインの整備、

海外生産工場の移転集約に伴う機械設備

（メタルスリーブ事業）

工程改善による生産性向上のための機械設備

（鍛造事業）

工程改善による生産性向上のための機械設備

③　資金調達の状況

安定的な資金調達手段の確保及び運転資金の効率的な調達を行うことを

目的として、単独の金融機関との間で15億円のコミットメントラインを更

新しております。

④　事業の譲渡、吸収分割または新設分割の状況

該当事項はありません。

⑤　他の会社の事業の譲受けの状況

該当事項はありません。
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⑥　吸収合併または吸収分割による他の法人等の事業に関する権利義務の承

継の状況

該当事項はありません。

⑦　他の会社の株式その他の持分または新株予約権等の取得または処分の状

況

該当事項はありません。

(2) 直前３連結会計年度の財産及び損益の状況

区　　分
第66期

（平成28年３月期）
第67期

（平成29年３月期）
第68期

（平成29年12月期）
第69期(当期)

（平成30年12月期）

売 上 高(千円) 12,587,518 11,426,554 8,532,657 11,786,596

経 常 利 益(千円) 895,572 1,327,072 630,648 912,968

親会社株主に帰属す
る当期純利益又は
親会社株主に帰属す
る当期純損失（△）

(千円) △4,943 1,051,493 209,302 563,821

１株当たり当期純利益又は
１株当たり当期純損失（△）

（円） △0.57 120.45 23.98 64.58

総 資 産(千円) 17,561,958 17,718,423 18,471,362 18,604,627

純 資 産(千円) 13,269,242 13,962,482 14,862,654 15,117,868

（注）１.第68期につきましては、決算期変更により平成29年４月１日から平成29年12月31日まで

の９ヶ月間となっております。

２.第69期(当期)より役員株式給付信託（BBT）制度の信託口が所有する当社株式は、１株

当たり当期純利益の算定上、期中平均株式数の計算において控除する自己株式に含めて

おります。
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(3) 重要な親会社及び子会社の状況

①　親会社の状況

該当事項はありません。

②　重要な子会社の状況

会 社 名 資 本 金 当社の議決権比率 主 要 な 事 業 内 容

エポンゴルフ株式会社 32百万円 100.0％
ゴルフクラブ等ゴルフ用品の
販売

ENDO THAI CO.,LTD.
385百万バーツ
( 1,312百万円)

100.0％ ゴルフクラブヘッドの製造

ENDO METAL SLEEVE
（THAILAND）CO.,LTD.

230百万バーツ
( 784百万円)

100.0％
ステンレス製極薄管の製造及
び販売

ENDO FORGING
（THAILAND）CO.,LTD.

270百万バーツ
( 920百万円)

100.0％
自動車等鍛造部品の製造及び
販売

（注）１.資本金の円貨換算額は、決算日の直物為替相場により算出しております。

２.連結対象会社は、上記の４社であり、持分法適用会社はありません。

３.ENDO METAL SLEEVE（THAILAND）CO.,LTD.は、平成30年３月５日付でENDO STAINLESS 

STEEL（THAILAND）CO.,LTD.から、商号変更しております。

(4) 対処すべき課題

今後の見通しにつきましては、企業収益の改善等を背景に国内景気の回復

基調が続くものと思われますが、海外経済の不確実性等、依然として景気の

先行きが不透明で、厳しい経営環境が続くものと思われます。

このような状況の中、当社グループは、ゴルフ事業、メタルスリーブ事業

及び鍛造事業において、次のような取り組みを行っていく所存であります。

（ゴルフ事業について）

・グローバルなゴルフクラブ市場（サプライチェーン）の中で、一層の製

造技術、製品品質の向上を図り、ニーズに対応した競争力のある付加価

値製品の供給に努めてまいります。

・当社がコア技術とする鍛造製法の特性を更に明確にすべく、製法を更に

進化させ、新しい市場ニーズに適応した商品を供給することを目指し

て、企画開発部門の拡充・強化を図ります。

・生産拠点のタイ工場（ENDO THAI CO.,LTD.）につきましては、２工場か

ら１工場体制への移転集約効果を確実に発揮すべく、生産体制の 適

化、効率生産に取り組み、製造コストの低減を更に推し進めます。

・急激な為替変動による製造原価上昇に対して、為替予約等のリスク回避

に努めると同時に生産性の向上によるコスト削減を徹底し、収益の確保

に努めてまいります。
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・変化の激しい市場動向の中で取引先に対する対応をきめ細かく行うた

めに、企画・製造のリードタイムの短縮を図ります。

（メタルスリーブ事業について）

・定着スリーブの強度化と更に熱特性に優れた新素材の開発で、付加価値

のある製品のバリエーションを広げます。

・幅広い製品の提案によって、国内外企業での既存取引先との取り組み拡

大と新規取引先の開拓を進めることで受注の拡大を図ります。

・極薄加工技術を更に発展・応用した次世代製品の研究開発に取り組みま

す。

（鍛造事業について）

・当社グループの 大の強みとする自動車部品のエアハンマーによる鍛造

製法を推し進め、この分野での圧倒的優位性を実現します。

・鍛造部品の強みを活かし、農耕機等自動車以外の領域への取り組みも強

化することで受注の獲得に努めます。

・製造原価低減による競争力強化の実現と、品質、納期の安定供給を行い

受注拡大につなげます。

　株主の皆様におかれましては、今後も一層のご理解とご支援を賜ります

ようお願い申し上げます。

(5) 主要な事業内容（平成30年12月31日現在）

事 業 内 容 主 要 製 品

ゴ ル フ 事 業 アイアンヘッド、メタルウッドヘッド等

メ タ ル ス リ ー ブ 事 業 メタルスリーブ製品

鍛 造 事 業 自動車鍛造部品、農耕機鍛造部品、自動二輪鍛造部品等
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(6) 主要な営業所及び工場（平成30年12月31日現在）

当　　　　　　社 新潟県燕市 本社及び工場

エポンゴルフ株式会社 新潟県燕市 販売店

ENDO THAI CO.,LTD. タイ国バンコク市 生産拠点

ENDO METAL SLEEVE
(THAILAND)CO.,LTD.

タイ国チャチンサオ県 生産拠点及び販売

ENDO FORGING
(THAILAND)CO.,LTD.

タイ国チャチンサオ県 生産拠点及び販売

（注）ENDO METAL SLEEVE（THAILAND）CO.,LTD.は、平成30年３月５日付でENDO STAINLESS STEEL

（THAILAND）CO.,LTD.から、商号変更しております。

(7) 使用人の状況（平成30年12月31日現在）

①　企業集団の使用人の状況

事 業 部 門 使 用 人 数
前連結会計年度
末 比 増 減

ゴ ル フ 事 業 1,212（ 11）名 71（△4）名

メタルスリーブ事業 172（  7）名 △11（  2）名

鍛 造 事 業 408（ －）名 △32（ －）名

全 社 （ 共 通 ） 22（  4）名 1（△1）名

合 計 1,814（ 22）名 29（△3）名

　　　（注）使用人数は就業人員数であり、臨時雇用者（パートタイマー、人材会社からの派遣

社員含む）は、（　）内に期中の平均人員を外数で記載しております。

②　当社の使用人の状況

使 用 人 数 前事業年度末比増減 平 均 年 齢 平 均 勤 続 年 数

100（ 14）名 7（ 1)名 42.3歳 15.1年
 

　　　（注）使用人数は就業人員数であり、他社への出向者30名を除いております。臨時雇用者

（パートタイマー、人材会社からの派遣社員含む）は、（　）内に期中の平均人員

を外数で記載しております。

(8) 主要な借入先の状況（平成30年12月31日現在）

借 入 先 借 入 額

株 式 会 社 第 四 銀 行 1,100百万円

－ 7 －

主要な営業所及び工場、使用人の状況、主要な借入先の状況



(9) その他企業集団の現況に関する重要な事項

該当事項はありません。

２．会社の現況

(1) 株式の状況（平成30年12月31日現在）

①　発行可能株式総数 29,800,000株

②　発行済株式の総数  9,441,800株(自己株式626,871株を含む)

③　株主数      1,117名

④　大株主の状況（上位10名）

株 主 名 持 株 数 持 株 比 率

株 式 会 社 遠 藤 栄 松 フ ァ ン デ ー シ ョ ン 1,942千株 22.0％

ノ ム ラ ピ ー ビ ー ノ ミ ニ ー ズ
テ ィ ー ケ ー ワ ン リ ミ テ ッ ド

677 7.7

遠 藤 栄 松 600 6.8

バンク オブ ニューヨーク ジーシーエム クライア
ント アカウント ジエイピーアールデイ アイエス
ジ ー  エ フ イ ー － エ イ シ －

422 4.8

株 式 会 社 第 四 銀 行 400 4.5

遠 　 藤 　 栄 之 助 380 4.3

D E U T S C H E  B A N K  A G  L O N D O N  6 1 0 367 4.2

日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社
（ 信 託 口 ）

314 3.6

ゴールドマンサックスインターナショナル 308 3.5

内 藤 征 吾 279 3.2

（注）1．当社は、自己株式626,871株を保有しておりますが、上記大株主から除外しております。

2．持株比率は自己株式（626,871株）を控除して計算しております。

3．自己株式には役員株式給付信託（BBT）制度の信託口が所有する85,000株は含まれてお

りません。

(2) 新株予約権等の状況

①　当事業年度の末日において当社役員が保有している職務執行の対価とし

て交付された新株予約権の状況

該当事項はありません。

②　当事業年度中に職務執行の対価として使用人等に交付した新株予約権の

状況

該当事項はありません。
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(3) 会社役員の状況

①　取締役及び監査役の状況（平成30年12月31日現在）

会社における地位 氏　　名 担 当 及 び 重 要 な 兼 職 の 状 況

代 表 取 締 役
会 長

遠 藤 栄 松 エポンゴルフ株式会社代表取締役社長

代 表 取 締 役
社 長

渡 部 大 史

経営企画部、医療機器・新分野事業部担当
エポンゴルフ株式会社取締役
ENDO THAI CO.,LTD.取締役社長
ENDO METAL SLEEVE(THAILAND)CO.,LTD.取締役社長
ENDO FORGING(THAILAND)CO.,LTD.取締役社長

取締役副社長 鶴 巻 政 衛

ゴルフ事業部、メタルスリーブ事業部担当
エポンゴルフ株式会社専務取締役
ENDO THAI CO.,LTD.取締役
ENDO METAL SLEEVE(THAILAND)CO.,LTD.取締役

専 務 取 締 役 青 木 宏 行
管理部門担当
エポンゴルフ株式会社取締役

取 締 役 村 田 國 弘

フォージング事業部担当
ENDO THAI CO.,LTD.取締役
ENDO METAL SLEEVE(THAILAND)CO.,LTD.取締役
ENDO FORGING(THAILAND)CO.,LTD.取締役

取 締 役 片 山 隆 二 株式会社テクノリンク監査役

常 勤 監 査 役 石 井 　 登  エポンゴルフ株式会社監査役

監 査 役 佐 野 榮 偉 税理士

監 査 役 相 馬 　 卓 弁護士

監 査 役 長 橋 　 昇 税理士

（注）１．取締役片山隆二氏は、社外取締役であります。

２．監査役佐野榮偉氏、監査役相馬卓氏及び監査役長橋昇氏は、社外監査役であります。

３．当社は、取締役片山隆二氏及び監査役長橋昇氏を東京証券取引所の定めに基づく独立

役員として指定し、同取引所に届け出ております。

４．監査役佐野榮偉氏及び監査役長橋昇氏は税理士の資格を有しており、財務及び会計に

関する相当程度の知見を有しております。

５．当事業年度中の取締役及び監査役の異動は次のとおりであります。

　　①平成30年３月28日開催の第68回定時株主総会において、新たに村田國弘氏が取締役

に、石井登氏及び長橋昇氏が監査役に選任され就任いたしました。

　　②平成30年３月28日開催の第68回定時株主総会終結の時をもって、取締役長谷川実氏

は任期満了により、監査役牛坊芳明氏は辞任により退任いたしました。

　　③取締役副社長渡部大史氏は、平成30年１月１日付で経営企画部兼タイ駐在室担当か

ら経営企画部担当に、平成30年３月28日付で代表取締役社長兼経営企画部兼医療機

器・新分野事業部担当に就任いたしました。

　　④常務取締役鶴巻政衛氏は、平成30年３月28日付でゴルフ事業部兼メタルスリーブ事

業部兼医療機器・新分野事業部担当から取締役副社長兼ゴルフ事業部兼メタルスリー

ブ事業部担当に就任いたしました。
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６．当社は執行役員制度を導入しており、平成30年12月31日現在における執行役員は次の

とおりであります。

氏　　名 担　　当

近 藤 　 類 医療機器・新分野事業部長

佐 藤 博 昭 総務人事部長

春 木 秀 治 経理部長

岡 田 　 誠 ゴルフ事業部長

②　取締役及び監査役の報酬等

　イ．当事業年度に係る報酬等の総額

区 分 支 給 人 員 支 給 額

取 締 役
（ う ち 社 外 取 締 役 ）

7名
(1)

144百万円
(4)

監 査 役
（ う ち 社 外 監 査 役 ）

5
(3)

14
(7)

合 計
（ う ち 社 外 役 員 ）

12
(4)

159
(12)

（注）１．取締役の支給額には、使用人兼務取締役の使用人分給与は含まれておりません。

２．取締役の報酬限度額は、平成19年６月27日開催の第57回定時株主総会において年額170

百万円以内（ただし、使用人分給与は含まない。）と決議いただいております。

３．監査役の報酬限度額は、平成６年６月18日開催の第44回定時株主総会において年額20

百万円以内と決議いただいております。

４．上記の支給額には、以下のものが含まれています。

当事業年度における役員賞与引当金の繰入額20百万円

当事業年度における役員退職慰労引当金の繰入額４百万円

当事業年度における役員株式報酬制度に基づく役員株式給付引当金の繰入額12百万円

５．役員株式報酬制度につきましては、平成30年３月28日開催の第68回定時株主総会にお

いて、上記の２.及び３.に記載の取締役及び監査役の報酬とは別枠で決議いただいて

おります。

６．平成30年３月28日開催の第68回定時株主総会において、役員退職慰労金制度廃止に伴

う打ち切り支給を決議し、支給予定額は取締役５名に対しては16百万円（うち社外取

締役１名０百万円）、監査役２名に対しては５百万円（うち社外監査役２名５百万円）

であり、支給時期は役員の退任時としております。

ロ．当事業年度に支払った役員退職慰労金
　平成30年３月28日開催の第68回定時株主総会決議に基づき、同総会終
結の時をもって退任した取締役に対し支払った役員退職慰労金は、49百
万円であります。
（金額には、上記イ．及び過年度の事業報告において役員の報酬等の総

額に含めた役員退職慰労引当金の繰入額49百万円が含まれておりま
す。）
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③　社外役員に関する事項

イ．他の法人等の業務執行者としての兼職状況及び当社と当該他の法人等

との関係

該当事項はありません。

ロ．他の法人等の社外役員としての兼任状況及び当社と当該他の法人等と

の関係

・取締役片山隆二氏は、株式会社テクノリンクの監査役であります。当

社と兼職先との間には特別の関係はありません。

ハ．当事業年度における主な活動状況

出席状況及び発言状況

取 締 役 片 山 隆 二
当事業年度に開催された取締役会15回のうち13回に出席し、社外取
締役の立場で、取締役会の意思決定の妥当性・適正性を確保するた
めの助言・提言を行っております。

監 査 役 佐 野 榮 偉

当事業年度に開催された取締役会15回のうち13回、監査役会14回の
うち11回に出席し、税理士としての専門的見地から、取締役会及び
監査役会において、意思決定の妥当性・適正性を確保するための助
言・提言を行っております。

監 査 役 相 馬 　 卓

当事業年度に開催された取締役会15回のうち13回、監査役会14回の
うち13回に出席し、弁護士としての専門的見地から、取締役会及び
監査役会において、意思決定の妥当性・適正性を確保するための助
言・提言を行っております。

監 査 役 長 橋 　 昇

当事業年度に開催された取締役会15回、監査役会14回のうち、就任
後に開催された取締役会11回のうち11回、監査役会11回のうち11回
に出席し、税理士としての専門的見地から、取締役会及び監査役会
において、意思決定の妥当性・適正性を確保するための助言・提言
を行っております。

 (注)上記の取締役会の開催回数のほか、会社法第370条及び当社定款第23条の規定に基づき、取

締役会決議があったものとみなす書面決議が1回ありました。
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(4) 会計監査人の状況

①　名称　　　　　　　　　　有限責任監査法人トーマツ

②　報酬等の額

支 払 額

当事業年度に係る会計監査人の報酬等の額 26百万円

当社及び子会社が会計監査人に支払うべき金銭その他の
財産上の利益の合計額

26百万円

(注)１．当社と会計監査人との間の監査契約において、会社法に基づく監査と金融商品取引法に

基づく監査の監査報酬等の額を明確に区分しておらず、実質的にも区分できませんの

で、当事業年度に係る会計監査人の報酬等の額にはこれらの合計額を記載しておりま

す。

２．監査役会は、会計監査人の監査計画の内容、会計監査の職務遂行状況及び報酬見積りの

算出根拠等が適切であるかどうかについて必要な検証を行ったうえで、会計監査人の報

酬等の額について同意の判断をいたしました。

３．当社の在外子会社は、当社の会計監査人以外の公認会計士または監査法人(外国におけ

るこれらの資格に相当する資格を有する者を含む。)の監査(会社法または金融商品取

引法(これらの法律に相当する外国の法令を含む。)の規定によるものに限る。)を受け

ております。

③　非監査業務の内容

該当事項はありません。

④　会計監査人の解任または不再任の決定方針

　監査役会は、会計監査人の職務の執行に支障がある場合等、その必要

があると判断した場合は、株主総会に提出する会計監査人の解任または

不再任に関する議案の内容を決定いたします。

また、会計監査人が会社法第340条第１項各号に定める項目に該当すると

認められる場合は、監査役全員の同意に基づき、会計監査人を解任いたし

ます。この場合、監査役会が選定した監査役は、解任後 初に招集される

株主総会において、会計監査人を解任した旨及びその理由を報告いたしま

す。

(5) 業務の適正を確保するための体制及び当該体制の運用状況

業務の適正を確保するための体制についての決定内容の概要

取締役の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制

その他会社の業務の適正を確保するための体制についての決定内容の概要は、

以下のとおりであります。
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①　取締役及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保す

るための体制

イ．企業が存立を継続するためにはコンプライアンスの徹底が必要不可欠

であるとの認識のもと、すべての役職員が公正で高い倫理観に基づい

て行動し、広く社会から信頼される経営体制の確立に努める。

ロ．コンプライアンス事務局（総務人事部内）を中心にコンプライアンス

の推進、教育、研修等の実施を行っていく。すべての役職員は、企業

行動指針の基本原則である「コンプライアンス・マニュアル」を通じ

てその精神を理解し、一層公正で透明な企業風土の構築に努める。ま

た内部通報制度により不正行為等の早期発見と是正を図るため通報窓

口をコンプライアンス事務局（総務人事部内）及び内部監査室に置く。

ハ．代表取締役社長直轄の内部監査室が定期的に実施する内部監査を通じ

て、会社の業務実施状況の実態を把握し、すべての業務が法令、定款

及び社内諸規程に準拠して適正・妥当かつ合理的に行われているか、

また会社の制度・組織・諸規程が適正・妥当であるかを公正不偏に調

査・検証することにより、会社財産の保全並びに経営効率の向上に努

め、監査結果を社長に報告する。

ニ．市民社会の秩序や安全に脅威を与える反社会的勢力及び団体とは一切

関係を持たない。また、不当な要求に対しては、組織全体として毅然

とした態度で対応する。

②　取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制

当社は、取締役会をはじめとする重要な会議の意思決定に係る記録や、

各取締役が職務権限規程に基づいて決裁した文書等、取締役の職務執行に

係る情報を適正に記録し、法令及び「文書管理規程」等に基づき、作成保

存する。なお、文書の保存期間及び保管場所は、「文書管理規程」に定め

る。

③　損失の危険の管理に関する規程その他の体制

イ．当社グループのリスクを総括的に管理する「コンプライアンス・リス

ク管理委員会」は､ 管理部門担当取締役が委員長となり、各部門担当

取締役とともに、カテゴリー毎のリスクを「経理規程」、「与信管理

規程」、「安全衛生管理規程」及び「リスク管理規程」等に基づき体

系的に管理する。

ロ．「コンプライアンス・リスク管理委員会」は、関連規程に基づきマニ

ュアルやガイドラインを制定し、部門毎のリスク管理体制を確立する。
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ハ．監査役及び内部監査室はグループ各部門のリスク管理状況を監査し､ 

その結果を取締役会に報告する。取締役会は定期的にリスク管理体制

を見直し、問題点の把握と改善に努める。

④　取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制

イ．環境変化に対応した当社グループ全体の将来ビジョンと目標を定める

ため、中期経営計画及び単年度の経営計画を策定する。経営計画を達

成するため、取締役の職務権限と担当業務を明確にし、職務の執行の

効率化を図る。

ロ．代表取締役社長が主宰する経営協議会において、取締役会で決定した

経営方針に基づき、取締役会または代表取締役から委任された当社の

業務執行に関する重要事項の審議、具体的内容の決定、進捗の報告を

行う。

⑤　会社及び子会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための

体制

イ．「関係会社管理規程」に基づき、関係会社に対するコンプライアンス、

リスク管理、効率性向上のための施策等について適切な管理を行う。

円滑な情報交換とグループ活動を促進するため、必要に応じて関係者

連絡会議を開催する。

ロ．監査役と内部監査室は、定期的にグループ管理体制を監査し、取締役

会及び関係会社連絡会議に報告する。

ハ．取締役会及び関係会社連絡会議は、グループ管理体制を見直し、問題

点の把握と改善に努める。

⑥　監査役がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における

当該使用人に関する事項並びに当該使用人の取締役からの独立性に関す

る事項

監査役がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合、取締役

会は監査役と協議のうえ、内部監査室員を監査役を補助すべき使用人とし

て指名することができる。監査役が指定する補助すべき期間中は、指名さ

れた使用人への指揮権は監査役に移譲されたものとし、取締役の指揮命令

は受けない。

⑦　取締役及び使用人が監査役に報告するための体制、その他の監査役への

報告に関する体制

イ．取締役及び使用人は、当社グループに著しい損害を及ぼすおそれのあ

る事項及び不正行為や重要な法令並びに定款違反行為を認知した場合

のほか、取締役会に付議する重要な事項と重要な決定事項、その他重

要な会議の決定事項、重要な会計方針・会計基準及びその変更、内部

監査の実施状況、重要な月次報告、その他必要な重要事項を、法令及
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び「監査役会規程」並びに「監査役監査基準」等社内規程に基づき監

査役に報告する。

ロ．監査役に報告を行った当社グループ役職員に対し、当該報告をしたこ

とを理由として不利益な取扱いを行うことを禁止し、その旨を当社グ

ループに周知徹底する。

⑧　その他監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制

イ．代表取締役社長は、監査役と各年度の上半期と下半期に各１回以上定

期的会合を持つ。

ロ．監査役は重要な意思決定のプロセスや業務の執行状況を把握するため、

取締役会等重要会議に出席するとともに、稟議書類等業務執行に係る

重要な文書を閲覧し、取締役及び使用人に説明を求めることとする。

ハ．「監査役会規程」「監査役監査基準」に基づく独立性と権限により､ 

監査の実効性を確保するとともに、監査役は内部監査室及び会計監査

人と密接な連携を保ちながら自らの監査成果の達成を図る。

ニ．監査役は、会計監査人と各年度の四半期に１回以上定期会合を行う機

会を確保する。

ホ．監査役の職務の執行について生じる費用は請求により、会社は速やか

に負担するものとする。

⑨　財務報告の信頼性を確保する体制

財務報告の信頼性の確保及び金融商品取引法に定める内部統制報告書

の有効かつ適切な提出のための内部統制システムの構築を行い、適正に

機能することを継続的に評価し必要な是正を行うことにより適切な運営

を図る。

業務の適正を確保するための体制の運用状況の概要

　業務の適正を確保するための体制の運用状況は、以下のとおりでありま

す。

①　内部統制全般

当社は、「内部統制システムの基本方針」に基づき、当社及び当社グ

ループの内部統制システム全般の整備及び運用状況について検証を行っ

ております。

　また、内部統制システムの強化及び充実を図るため、当事業年度は引

き続き、その具体策を30項目定め、順次実施いたしました。
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②　コンプライアンス

　コンプライアンス意識の醸成と浸透を図るため、社内ポータルサイトに

コンプライアンス・マニュアルを掲載し、社訓、経営理念の意図をはじめ

コンプライアンスの周知に努めております。

　また、本年は全社員を対象に、コンプライアンスに係るイーラーニング

を実施するとともに、コンプライアンスの意識向上のため、定期的にコン

プライアンス・メールマガジンを発信する等行い、コンプライアンスの浸

透に努めました。

③　リスク管理

　当社は、リスク管理委員会規程に基づき、管理部門担当取締役を委員

長とするコンプライアンス・リスク管理委員会を当事業年度は半期に２

回ずつの計４回開催し、全社にわたり潜在的に存在する不正リスクを検

証してまいりました。

④　子会社管理

　当社子会社の管理は、関係会社管理規程に基づき、重要事項について

の報告を明確にしております。内部監査室による子会社の監査結果は、

取締役会で報告を行っております。

⑤　監査役の職務執行

　監査役は取締役会に出席し、取締役等から職務執行について聴取する

ほか、常勤監査役は経営協議会、コンプライアンス・リスク管理委員会

等の重要な会議に出席し、役職員からの報告を確認しております。また、

内部監査部門及び会計監査人から情報収集、意見交換を行う等、連携を

図っております。なお、海外子会社に対する監査役監査については、本

年は３回実施し、監査役監査の実効性の確保に努めております。

(6) 会社の支配に関する基本方針

該当事項はありません。
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連 結 貸 借 対 照 表

（平成30年12月31日現在）
（単位：千円）

資 産 の 部 負 債 の 部

科 目 金 額 科 目 金 額

流 動 資 産

現 金 及 び 預 金

受取手形及び売掛金

商 品 及 び 製 品

仕 掛 品

原 材 料 及 び 貯 蔵 品

繰 延 税 金 資 産

そ の 他

貸 倒 引 当 金

固 定 資 産

有 形 固 定 資 産

建 物 及 び 構 築 物

機械装置及び運搬具

工具、器具及び備品

土 地

建 設 仮 勘 定

無 形 固 定 資 産

投資その他の資産

投 資 有 価 証 券

投 資 不 動 産

退職給付に係る資産

繰 延 税 金 資 産

そ の 他

貸 倒 引 当 金

11,125,782

6,411,744

2,925,337

613,728

370,423

670,359

14,642

136,662

△17,116

7,478,844

6,652,699

3,093,751

1,759,970

156,181

1,553,145

89,649

16,816

809,328

75,403

244,428

462,720

6,742

20,334

△300

流 動 負 債 2,744,281

支払手形及び買掛金 857,022

短 期 借 入 金 900,000

未 払 法 人 税 等 103,471

未払金及び未払費用 510,503

賞 与 引 当 金 144,065

役 員 賞 与 引 当 金 20,000

そ の 他 209,219

固 定 負 債 742,477

長 期 借 入 金 200,000

繰 延 税 金 負 債 144,051

退職給付に係る負債 281,074

役員株式給付引当金 12,611

資 産 除 去 債 務 47,892

そ の 他 56,846

負 債 合 計 3,486,758

純 資 産 の 部

株 主 資 本 13,945,800

資 本 金 1,241,788

資 本 剰 余 金 1,220,643

利 益 剰 余 金 11,796,106

自 己 株 式 △312,738

その他の包括利益累計額 1,172,068

その他有価証券評価差額金 △17,144

為 替 換 算 調 整 勘 定 1,218,285

退職給付に係る調整累計額 △29,073

純 資 産 合 計 15,117,868

資 産 合 計 18,604,627 負 債 ・ 純 資 産 合 計 18,604,627

（注）　記載金額は千円未満を切捨てて表示しております。
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連 結 損 益 計 算 書

(平成30年１月１日から
平成30年12月31日まで)

（単位：千円）

科 目 金 額

売 上 高 11,786,596

売 上 原 価 9,323,255

売 上 総 利 益 2,463,341

販 売 費 及 び 一 般 管 理 費 1,656,894

営 業 利 益 806,446

営 業 外 収 益

受 取 利 息 45,524

受 取 配 当 金 2,239

投 資 不 動 産 賃 貸 料 26,259

貸 倒 引 当 金 戻 入 益 23,940

為 替 差 益 29,817

そ の 他 47,707 175,488

営 業 外 費 用

支 払 利 息 3,792

投 資 不 動 産 賃 貸 費 用 10,307

シ ン ジ ケ ー ト ロ ー ン 手 数 料 9,413

固 定 資 産 除 却 損 31,560

そ の 他 13,891 68,965

経 常 利 益 912,968

特 別 利 益

固 定 資 産 売 却 益 6,898 6,898

特 別 損 失

固 定 資 産 売 却 損 10,798

固 定 資 産 除 却 損 34,957

減 損 損 失 38,728 84,484

税 金 等 調 整 前 当 期 純 利 益 835,382

法 人 税 、 住 民 税 及 び 事 業 税 297,552

法 人 税 等 調 整 額 △25,991 271,561

当 期 純 利 益 563,821

親 会 社 株 主 に 帰 属 す る 当 期 純 利 益 563,821

（注）　記載金額は千円未満を切捨てて表示しております。
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連結株主資本等変動計算書

(平成30年１月１日から
平成30年12月31日まで)

（単位：千円）

株 主 資 本

資 本 金
資 本
剰 余 金

利 益
剰 余 金

自 己 株 式
株 主 資 本
合 計

平成30年１月１日 期首残高 1,241,788 1,189,873 11,337,044 △281,968 13,486,738

連結会計年度中の変動額

剰 余 金 の 配 当 △104,759 △104,759

親会社株主に帰属する
当 期 純 利 益

563,821 563,821

自 己 株 式 の 処 分 30,770 30,770

株 式 給 付 信 託 に よ る
自 己 株 式 の 取 得

△30,770 △30,770

株主資本以外の項目の連結
会計年度中の変動額(純額)

連結会計年度中の変動額合計 ― 30,770 459,062 △30,770 459,062

平成30年12月31日 期末残高 1,241,788 1,220,643 11,796,106 △312,738 13,945,800

そ の 他 の 包 括 利 益 累 計 額

純資産合計
その他有価証券
評価差額金

為 替 換 算
調 整 勘 定

退職給付に係る
調整累計額

その他の
包括利益
累計額合計

平成30年１月１日 期首残高 22,548 1,353,368 ― 1,375,916 14,862,654

連結会計年度中の変動額

剰 余 金 の 配 当 △104,759

親会社株主に帰属する
当 期 純 利 益

563,821

自 己 株 式 の 処 分 30,770

株 式 給 付 信 託 に よ る
自 己 株 式 の 取 得

△30,770

株主資本以外の項目の連結
会計年度中の変動額(純額)

△39,692 △135,082 △29,073 △203,847 △203,847

連結会計年度中の変動額合計 △39,692 △135,082 △29,073 △203,847 255,214

平成30年12月31日 期末残高 △17,144 1,218,285 △29,073 1,172,068 15,117,868

（注）記載金額は千円未満を切捨てて表示しております。
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１．連結計算書類の作成のための基本となる重要な事項

(1) 連結の範囲に関する事項

・連結子会社の数　　　　　　　　　　４社

・連結子会社の名称　　　　　　　　　エポンゴルフ株式会社

ENDO THAI CO.,LTD.

ENDO METAL SLEEVE（THAILAND）CO.,LTD.

ENDO FORGING（THAILAND）CO.,LTD.

(2) 持分法の適用に関する事項

非連結子会社及び関連会社はありませんので、該当事項はありません。

(3) 連結子会社の事業年度等に関する事項

連結子会社の決算日は、連結会計年度の末日と一致しております。

(4) 会計方針に関する事項

①　重要な資産の評価基準及び評価方法

イ．有価証券

その他有価証券

・時価のあるもの　　　　　　　　決算日の市場価格等に基づく時価法（評価差額は全

部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均

法により算定）を採用しております。

・時価のないもの　　　　　　　　移動平均法による原価法を採用しております。

ロ．デリバティブ　　　　　　　　　時価法を採用しております。

ハ．たな卸資産　　　　　　　　　　主として総平均法による原価法（貸借対照表価額は

収益性の低下に基づく簿価切下げの方法により算

定）を採用しております。

②　重要な減価償却資産の減価償却の方法

イ．有形固定資産

（リース資産を除く）

当社及び国内連結子会社は定率法を、また在外連結

子会社は定額法を採用しております。

ただし、当社及び国内連結子会社は平成10年４月１

日以降に取得した建物（附属設備を除く）並びに平

成28年４月１日以降に取得した建物附属設備及び構

築物は定額法によっております。

なお、主な耐用年数は次のとおりであります。

建物及び構築物　　　　　７年～31年

機械装置及び運搬具　　　５年～10年

ロ．無形固定資産　　　　　　　　　定額法を採用しております。

（リース資産を除く）　　　　　　なお、自社利用ソフトウェアについては、社内にお

ける利用可能期間（５年）に基づく定額法を採用し

ております。

ハ．リース資産　　　　　　　　　　当社及び国内連結子会社は、所有権移転外ファイナ

ンス・リースに係るリース資産について、リース期
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間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法を採

用しております。

在外連結子会社については、自己所有の固定資産に

適用する減価償却方法と同一の方法を採用しており

ます。

③　重要な引当金の計上基準

イ．貸倒引当金　　　　　　　　　　当社及び国内連結子会社は債権の貸倒損失に備える

ため、一般債権については貸倒実績率等により、貸

倒懸念債権等特定の債権については個別に回収可能

性を勘案し、回収不能見込額を計上しております。

また、在外連結子会社は主として特定の債権につい

て回収不能見込額を計上しております。

ロ．役員賞与引当金　　　　　　　　当社は役員賞与の支出に備えるため、当連結会計年

度における支給見込額に基づき計上しております。

ハ．賞与引当金　　　　　　　　　　当社及び一部の連結子会社は従業員に対して支給す

る賞与の支出に充てるため、賞与支給見込額に基づ

き当連結会計年度負担額を計上しております。

ニ．役員株式給付引当金　　　　　　当社は役員株式給付規程に基づく役員への当社株式

の給付に備えるため、当連結会計年度における株式

給付債務の見込額に基づき計上しております。

④　重要な外貨建の資産又は負債の本邦通貨への換算の基準

外貨建金銭債権債務は、連結決算日の直物為替相場により円貨に換算し、換算差額は損

益として処理しております。なお、在外子会社の資産及び負債は、子会社決算日の直物為

替相場により円貨に換算し、収益及び費用は期中平均相場により円貨に換算し、換算差額

は純資産の部における為替換算調整勘定に含めて計上しております。

⑤　その他連結計算書類作成のための重要な事項

イ．退職給付に係る会計処理の方法　　当社は、退職給付に係る負債及び退職給付費用

　　　　　　　　　　　　　　　　　　の計算に、退職給付に係る期末自己都合要支給

額を退職給付債務とする方法を用いた簡便法を

適用しております。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　なお、在外連結子会社は、退職給付に係る負債

及び退職給付費用の計算に、原則法を採用して

おります。数理計算上の差異は、各連結会計年

度の発生時における従業員の平均残存勤務期間

以内の一定の年数（10年）による定額法により

按分した額をそれぞれ発生の翌連結会計年度か

ら費用処理することとしています。

ロ．消費税等の会計処理　　　　　　　当社及び国内連結子会社の消費税及び地方消費

税の会計処理は、税抜方式によっております。
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(5) 表示方法の変更

（連結損益計算書）

① 投資不動産賃貸費用の表示方法は、従来、連結損益計算書上、「販売費及び一般管理

費」及び「営業外費用」の「減価償却費」に含めて表示しておりましたが、当連結会計年

度より「営業外費用」の「投資不動産賃貸費用」（当連結会計年度は10,307千円）として

表示する方法に変更いたしました。この変更は、損益区分をより適切に表示することを目

的として「営業外収益」の「投資不動産賃貸料」（当連結会計年度は26,259千円）と同一

の損益区分で表示するために行ったものであります。

② 前連結会計年度まで独立掲記しておりました「営業外費用」の「減価償却費」（当連結

会計年度は983千円）は、金額的重要性が乏しくなったため、当連結会計年度より、「営業

外費用」の「その他」に含めて表示しております。

２．連結貸借対照表に関する注記

(1) 担保に供している資産

建 物 及 び 構 築 物 273,255千円

土 地 427,250千円

投 資 不 動 産 126,798千円

計 827,304千円

上記のほか、在外連結子会社において、公共料金支払保証のため、定期預金23,259千円を

担保に供しております。

なお、担保に係る債務の金額は、長期借入金200,000千円、短期借入金700,000千円であり

ます。

(2) 有形固定資産の減価償却累計額 13,831,036千円

(3) 当座貸越契約及び貸出コミットメント契約に基づく当連結会計年度末の借入未実行残高は

次のとおりであります。

当座貸越極度額及び貸出コミットメントの総額 3,892,000千円

借入実行残高 200,000千円

　差引額 3,692,000千円

なお、上記のうち、貸出コミットメント契約（契約総額1,500,000千円）には財務制限条項

が付されており、連結貸借対照表の純資産の部の金額が、平成29年12月決算期末日における

連結貸借対照表の純資産の部の金額の75％未満の金額になった場合は、契約先の要求により、

契約は解約される可能性があります。
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３．連結株主資本等変動計算書に関する注記

(1) 発行済株式の種類及び総数に関する事項

株 式 の 種 類 当連結会計年度期首の株式数 当連結会計年度増加株式数 当連結会計年度減少株式数 当連結会計年度末の株式数

普 通 株 式 9,441千株 －千株 －千株 9,441千株

(2) 自己株式の種類及び株式数に関する事項

株 式 の 種 類 当連結会計年度期首の株式数 当連結会計年度増加株式数 当連結会計年度減少株式数 当連結会計年度末の株式数

普 通 株 式 711千株 －千株 －千株 711千株

(注)当連結会計年度末の自己株式の株式数には役員株式給付信託（BBT）制度の信託口が保有す

る当社株式85千株が含まれております。

(3) 剰余金の配当に関する事項

①　配当金支払額等

平成30年３月28日開催の第68回定時株主総会決議による配当に関する事項

・配当金の総額 104,759千円

・１株当たり配当金額 12円

・基準日 平成29年12月31日

・効力発生日 平成30年３月29日

②　基準日が当連結会計年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌連結会計年度とな

るもの

平成31年３月28日開催の第69回定時株主総会において次のとおり付議いたします。

・配当金の総額 105,779千円

・１株当たり配当金額 12円

・基準日 平成30年12月31日

・効力発生日 平成31年３月29日

(注)上記の配当金の総額には、役員株式給付信託（BBT）制度の信託口が保有する当社株

式に対する配当金1,020千円が含まれております。

－ 23 －

連結注記表



４．税効果会計に関する注記

(1) 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

繰延税金資産

未払事業税 5,641千円

賞与引当金 39,019千円

たな卸資産評価損 23,231千円

役員株式給付引当金 3,846千円

貸倒引当金 5,487千円

投資有価証券評価損 3,731千円

固定資産除却損 1,825千円

退職給付に係る負債 56,127千円

減損損失 194,972千円

資産除去債務 14,607千円

たな卸資産未実現利益 3,546千円

固定資産の未実現利益 6,742千円

税務上の繰越欠損金 1,429,143千円

その他 30,863千円

繰延税金資産小計 1,818,782千円

評価性引当額 △1,777,993千円

繰延税金資産合計 40,789千円

繰延税金負債

退職給付に係る資産 △141,129千円

リース資産 △874千円

在外子会社の留保利益 △28,884千円

減価償却費 △19,315千円

資産除去債務に対する除去費用 △2,264千円

その他 △147千円

繰延税金負債合計 △192,614千円

繰延税金資産・負債（△）の純額 △151,825千円
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(2) 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの､ 

当該差異の原因となった主要な項目別の内訳

法定実効税率 30.7％

（調整）

交際費等永久に損金に算入されない項目 2.9％

住民税均等割額 0.4％

未実現利益 0.5％

在外子会社等の税率差異 △22.9％

評価性引当額の増減 △7.4％

在外子会社の留保利益 △1.9％

外国源泉税 16.0％

期限切れ繰越欠損金 13.4％

その他 0.8％

税効果会計適用後の法人税等の負担率 32.5％

５. 金融商品に関する注記

(1) 金融商品の状況に関する事項

当社グループは、ゴルフクラブヘッド・ゴルフクラブ、ステンレス製極薄管（メタルスリ

ーブ）及び自動車関連部品の製造販売事業を行うための設備投資計画に照らして、必要な資

金（主に銀行借入やファイナンス・リース）を調達しております。一時的な余資は安全性の

高い金融資産で運用し、また、短期的な運転資金を銀行借入により調達しております。

受取手形及び売掛金に係る顧客の信用リスクは、与信管理規則に沿って取引先別に期日管

理、残高管理を行い、リスク低減を図っております。また、有価証券及び投資有価証券は主

として株式であり、上場株式については四半期ごとに時価の把握を行っております。

営業債務である支払手形及び買掛金は、そのほとんどが６ヶ月以内の支払期日であります。

一部外貨建てのものについては、為替の変動リスクに晒されておりますが、恒常的に同じ外

貨建ての売掛金残高の範囲内となっております。

借入金及びファイナンス・リース取引に係るリース債務は、主に設備投資に係る資金調達

を目的としたものであり、一部の長期借入金の金利変動リスクに対して金利スワップ取引を

実施して支払利息の固定化を実施しております。なお、デリバティブ取引はデリバティブ管

理規程に従い、実需の範囲で行うこととしております。
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(2) 金融商品の時価等に関する事項

平成30年12月31日における連結貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次

のとおりであります。

連結貸借対照表計上額
（ 千 円 ）

時 価
（ 千 円 ）

差 額
（ 千 円 ）

(1) 現金及び預金 6,411,744 6,411,744 －

(2) 受取手形及び売掛金 2,925,337 2,925,337 －

(3) 投資有価証券 71,229 71,229 －

  資産計 9,408,311 9,408,311 －

(1) 支払手形及び買掛金 857,022 857,022 －

(2) 短期借入金 900,000 900,000 －

(3) 未払法人税等 103,471 103,471 －

(4) 長期借入金 200,000 199,523 △476

  負債計 2,063,294 2,062,818 △476

(注）１．金融商品の時価の算定方法並びに有価証券及びデリバティブ取引に関する事項

資産

(1) 現金及び預金　、(2) 受取手形及び売掛金

これらは短期間で決済されるものであるため、時価は帳簿価額と近似していることか

ら、当該帳簿価額によっております。

(3) 投資有価証券

時価については、取引所の価格によっております。

負債

(1) 支払手形及び買掛金　、(2) 短期借入金　、(3) 未払法人税等

これらは短期間で決済されるものであるため、時価は帳簿価額と近似していることか

ら、当該帳簿価額によっております。

(4) 長期借入金

これらの時価は、元利合計額を、同様の新規借入を行った場合に想定される利率で割り

引いた現在価値により算定しております。

２．非上場株式（連結貸借対照表計上額4,174千円）は、市場価格がなく、かつ将来キャッ

シュ・フローを見積もることなどができず、時価を把握することが極めて困難と認めら

れるため、「資産 (3) 投資有価証券」には含めておりません。
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６．１株当たり情報に関する注記

(1) １株当たり純資産額 1,731円73銭

(2) １株当たり当期純利益 64円58銭

（注）株主資本において自己株式として計上されている役員株式給付信託（BBT）制度の信託口

が所有する当社株式は、１株当たり純資産額の算定上、期末発行株式数から控除する自

己株式に含めております（当連結会計年度85,000株）。また、１株当たり当期純利益の

算定上、期中平均株式数の計算において控除する自己株式に含めております（当連結会

計年度54,027株）。

７．追加情報

（1）役員退職慰労金制度の廃止

  当社の役員退職慰労引当金については、従来、役員の退職慰労金の支払に備えるため、内

規に基づく期末要支給額を計上しておりましたが、平成30年３月28日開催の定時株主総会終

結の時をもって役員退職慰労金制度を廃止しております。同制度廃止に伴い、在任期間に対

する役員退職慰労引当金の打ち切り支給を同総会で決議し、役員退職慰労引当金残高22,288

千円を、固定負債の「その他」22,288千円に計上しております。

（2）取締役等に対する株式給付信託（BBT）の導入

  当社は、平成30年３月28日開催の第68回定時株主総会決議に基づき、平成30年５月14日よ

り、取締役及び監査役（以下「取締役等」といいます。）に対する新たな株式報酬制度「株

式給付信託（BBT）」（以下「本制度」といいます。）を導入しております。本制度は、取

締役等の報酬と当社の株式価値との連動性をより明確にし、取締役等が株価上昇によるメリ

ットのみならず、株価下落リスクまでも株主の皆様と共有することで、中長期的な業績の向

上等に貢献する意識を高めることを目的としております。

  ① 取引の概要

  本制度は、当社が拠出する金銭を原資として当社株式が信託（以下、本制度に基づき設定

される信託を「本信託」といいます。）を通じて取得され、取締役等に対して、当社が定め

る役員株式給付規程に従って、当社株式及び当社株式を時価で換算した金額相当の金銭（以

下「当社株式等」といいます。）が本信託を通じて給付される株式報酬制度です。なお、取

締役等が当社株式等の給付を受ける時期は、原則として取締役等の退任時となります。

  ② 信託に残存する自社の株式

  信託に残存する当社株式を、信託における帳簿価額（付随費用の金額を除く。）により、

純資産の部に自己株式として計上しております。当連結会計年度の当該自己株式の帳簿価

額は64,430千円、株式数は85,000株であります。

－ 27 －

連結注記表



（3）連結納税制度の導入に伴う会計処理

当社及び一部の連結子会社は、当連結会計年度中に連結納税制度の承認申請を行い、翌連

結会計年度から連結納税制度が適用されることとなったため、当連結会計年度から「連結納

税制度を適用する場合の税効果会計に関する当面の取扱い（その１）」（企業会計基準委員

会　実務対応報告第５号　平成27年１月16日）及び「連結納税制度を適用する場合の税効果

会計に関する当面の取扱い(その２）」（企業会計基準委員会　実務対応報告第７号　平成

27年１月16日）に基づき、連結納税制度の適用を前提とした会計処理を行っております。

８．重要な後発事象に関する注記

連結子会社における固定資産の譲渡及び特別利益の計上見込みについて

　当社は、平成30年10月18日開催の取締役会において、タイ国の連結子会社であるENDO 

THAI CO.,LTD.（以下「エンドウタイ社」という）が所有する固定資産の譲渡について、

下記のとおり決議いたしました。また、同決議を受けて平成31年１月23日に譲渡先と譲渡

契約を締結しております。

（1）当該連結子会社の概要

① 名　称 ENDO THAI CO.,LTD.

② 所在地
381 MOO 4 LADKRABANG INDUSTRIAL ESTATE EXPORT ZONE 

3.CHALONGKRUNG RD., LAMPLATIEW,BANGKOK 10520,THAILAND.

③ 代表者 渡部　大史

④ 事業内容 当社のアイアンヘッド及びメタルウッドヘッド製品の製造

⑤ 資本金の額 385百万バーツ

⑥ 設立年月 平成元年４月

⑦ 株主構成 当社　100％

（2）譲渡の理由

エンドウタイ社は、生産体制の 適化・効率化等の観点から、従来の２工場体制から

移転集約を経て１工場体制としたことに伴い、本年１月に同社の旧イーグル工場は閉鎖

し、跡地は更地となっております。

今後、当該工場跡地を使用する見込みがないことから、経営資源の有効活用を図るた

め、旧イーグル工場の跡地を譲渡することといたしました。
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（3）固定資産の譲渡の内容

資産の名称及び所在地 帳簿価額 譲渡益 現　況

旧イーグル工場

（タイ国バンコク市）

土地：17,124㎡

16百万バーツ

（55百万円(注1)）

128百万バーツ

（438百万円(注1)）

工場跡地

（遊休資産）

（注）1．為替レート前提　3.42円/バーツ

2．譲渡益は、譲渡価額から帳簿価額及び譲渡に係る諸費用を控除した概算額です。

なお、譲渡価額につきましては、譲渡先との取り決めにより公表は控えさせてい

ただきます。

（4）譲渡先の概要

譲渡先は、現地における日本とタイ国との合弁企業でありますが、譲渡先との取り決

めにより公表は控えさせていただきます。

なお、当社と譲渡先との間には、資本関係、人的関係、取引関係及び関連当事者とし

て特記すべき事項はありません。

（5）譲渡の日程

① 取締役会決議日 平成30年10月18日

② 契約締結日 平成31年１月23日

③ 物件引渡期日 平成31年（2019年）10月31日（予定）

－ 29 －

連結注記表



貸　借　対　照　表

（平成30年12月31日現在）
（単位：千円）

資 産 の 部 負 債 の 部

科 目 金 額 科 目 金 額

流 動 資 産

現 金 及 び 預 金

受 取 手 形

売 掛 金

商 品 及 び 製 品

仕 掛 品

原 材 料 及 び 貯 蔵 品

前 払 費 用

未 収 入 金

未 収 還 付 法 人 税 等

未 収 消 費 税 等

そ の 他

貸 倒 引 当 金

固 定 資 産

有 形 固 定 資 産

建 物

構 築 物

機 械 及 び 装 置

車 両 運 搬 具

工具、器具及び備品

土 地

建 設 仮 勘 定

無 形 固 定 資 産

投資その他の資産

投 資 有 価 証 券

関 係 会 社 株 式

出 資 金

長 期 前 払 費 用

前 払 年 金 費 用

投 資 不 動 産

そ の 他

貸 倒 引 当 金

3,750,531

1,214,949

172,041

1,840,662

100,874

75,422

172,991

12,111

124,639

33,361

18,170

1,720

△16,413

5,061,418

1,646,740

582,957

40,760

241,707

4,068

83,497

692,149

1,600

9,379

3,405,298

75,403

2,613,884

740

904

462,720

244,428

7,516

△300

流 動 負 債 1,838,427

支 払 手 形 96,230

買 掛 金 328,243

短 期 借 入 金 200,000

１年内返済予定の長期借入金 700,000

１年内償還予定の社債 30,000

未 払 金 208,963

未 払 費 用 53,361

未 払 法 人 税 等 10,104

預 り 金 40,110

役 員 賞 与 引 当 金 20,000

賞 与 引 当 金 109,154

設 備 関 係 支 払 手 形 23,165

そ の 他 19,094

固 定 負 債 452,771

長 期 借 入 金 200,000

繰 延 税 金 負 債 143,393

役員株式給付引当金 12,611

資 産 除 去 債 務 47,892

そ の 他 48,874

負 債 合 計 2,291,199

純 資 産 の 部

株 主 資 本 6,537,894

資 本 金 1,241,788

資 本 剰 余 金 1,220,643

資 本 準 備 金 1,183,788

その他資本剰余金 36,855

利 益 剰 余 金 4,388,201

利 益 準 備 金 45,225

その他利益剰余金 4,342,975

別 途 積 立 金 6,200,000

繰越利益剰余金 △1,857,024

自 己 株 式 △312,738

評価・換算差額等 △17,144

その他有価証券評価差額金 △17,144

純 資 産 合 計 6,520,750

資 産 合 計 8,811,949 負 債 ・ 純 資 産 合 計 8,811,949

（注）　記載金額は千円未満を切捨てて表示しております。
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損　益　計　算　書

(平成30年１月１日から
平成30年12月31日まで)

（単位：千円）

科 目 金 額

売 上 高 5,321,561

売 上 原 価 4,671,502

売 上 総 利 益 650,059

販 売 費 及 び 一 般 管 理 費 866,161

営 業 損 失 216,102

営 業 外 収 益

受 取 利 息 及 び 配 当 金 2,764

関 係 会 社 受 取 配 当 金 1,115,464

投 資 不 動 産 賃 貸 料 50,979

為 替 差 益 23,652

そ の 他 8,896 1,201,757

営 業 外 費 用

支 払 利 息 3,700

投 資 不 動 産 賃 貸 費 用 26,398

シ ン ジ ケ ー ト ロ ー ン 手 数 料 9,413

固 定 資 産 除 却 損 23,937

そ の 他 9,409 72,859

経 常 利 益 912,795

特 別 損 失

減 損 損 失 38,728 38,728

税 引 前 当 期 純 利 益 874,067

法 人 税 、 住 民 税 及 び 事 業 税 136,654

法 人 税 等 調 整 額 △3,566 133,088

当 期 純 利 益 740,978

（注）　記載金額は千円未満を切捨てて表示しております。
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株主資本等変動計算書

(平成30年１月１日から
平成30年12月31日まで)

（単位：千円）

株 主 資 本

資 本 金

資 本 剰 余 金 利 益 剰 余 金

資 本
準 備 金

そ の 他
資 本 剰 余 金

利 益
準 備 金

その他利益剰余金
利 益 剰 余 金
合 計別 途 積 立 金

繰 越 利 益
剰 余 金

平成30年１月１日 期首残高 1,241,788 1,183,788 6,085 45,225 6,200,000 △2,493,243 3,751,981

事業年度中の変動額

剰 余 金 の 配 当 △104,759 △104,759

当 期 純 利 益 740,978 740,978

自 己 株 式 の 処 分 30,770

株 式 給 付 信 託 に
よる自己株式の取得

株 主 資 本 以 外 の
項 目 の 事 業 年 度 中
の 変 動 額 ( 純 額 )

事業年度中の変動額合計 － － 30,770 － － 636,219 636,219

平成30年12月31日 期末残高 1,241,788 1,183,788 36,855 45,225 6,200,000 △1,857,024 4,388,201

株 主 資 本 評 価 ・ 換 算 差 額 等
純 資 産
合 計自 己 株 式

株 主 資 本
合 計

その他
有価証券評
価差額金

評価・換算
差額等合計

平成30年１月１日 期首残高 △281,968 5,901,675 22,548 22,548 5,924,223

事業年度中の変動額

剰 余 金 の 配 当 △104,759 △104,759

当 期 純 利 益 740,978 740,978

自 己 株 式 の 処 分 30,770 30,770

株 式 給 付 信 託 に
よる自己株式の取得

△30,770 △30,770 △30,770

株 主 資 本 以 外 の
項 目 の 事 業 年 度 中
の 変 動 額 ( 純 額 )

△39,692 △39,692 △39,692

事業年度中の変動額合計 △30,770 636,219 △39,692 △39,692 596,526

平成30年12月31日 期末残高 △312,738 6,537,894 △17,144 △17,144 6,520,750

（注）記載金額は千円未満を切捨てて表示しております。
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１．重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

①　子会社株式　　　　　　　　　　　移動平均法による原価法を採用しております。

②　その他有価証券

・時価のあるもの　　　　　　　　　決算日の市場価格等に基づく時価法（評価差額は全

部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均

法により算定）を採用しております。

・時価のないもの　　　　　　　　　移動平均法による原価法を採用しております。

(2) デリバティブの評価基準　　　　　　時価法を採用しております。

(3) たな卸資産の評価基準及び評価方法

①　製品・仕掛品　　　　　　　　　　総平均法による原価法（貸借対照表価額は収益性の

低下に基づく簿価切下げの方法により算定）を採用

しております。

②　原材料　　　　　　　　　　　　　移動平均法による原価法（貸借対照表価額は収益性

の低下に基づく簿価切下げの方法により算定）を採

用しております。

③　貯蔵品　　　　　　　　　　　　　 終仕入原価法による原価法（貸借対照表価額は収

益性の低下に基づく簿価切下げの方法により算定）

を採用しております。

(4) 固定資産の減価償却の方法

①　有形固定資産

（リース資産を除く）

定率法（平成10年４月１日以降に取得した建物（建

物附属設備を除く）並びに平成28年４月１日以降に

取得した建物附属設備及び構築物については定額

法）を採用しております。

なお、主な耐用年数は次のとおりであります。

建物　　　　　　　　　　７年～31年

機械及び装置　　　　　　　　　10年

②　無形固定資産　　　　　　　　　　定額法を採用しております。

（リース資産を除く）　　　　　　　なお、自社利用ソフトウェアについては、社内にお

ける利用可能期間（５年）に基づく定額法を採用し

ております。

③　リース資産　　　　　　　　　　　所有権移転外ファイナンス・リースに係るリース資

産について、リース期間を耐用年数とし、残存価額

を零とする定額法を採用しております。

(5) 外貨建の資産及び負債の本邦通貨への換算基準

外貨建金銭債権債務は、決算日の直物為替相場により円貨に換算し、換算差額は損益とし

て処理しております。

－ 33 －

個別注記表



(6) 引当金の計上基準

①　貸倒引当金　　　　　　　　　　　債権の貸倒損失に備えるため、一般債権については

貸倒実績率等により、貸倒懸念債権等特定の債権に

ついては個別に回収可能性を勘案し、回収不能見込

額を計上しております。

②　役員賞与引当金　　　　　　　　　当社は役員賞与の支出に備えるため、当事業年度に

おける支給見込額に基づき計上しております。

③　賞与引当金　　　　　　　　　　　従業員に対して支給する賞与の支出に充てるため､ 

賞与支給見込額に基づき当事業年度負担額を計上し

ております。

④　退職給付引当金　　　　　　　　　従業員の退職給付に備えるため、退職給付引当金及

び退職給付費用の計算に、退職給付に係る期末自己

都合要支給額を退職給付債務とする方法を用いた簡

便法を適用しております。

⑤　役員株式給付引当金　　　　　　　当社は役員株式給付規程に基づく役員への当社株式

の給付に備えるため、当事業年度における株式給付

債務の見込額に基づき計上しております。

(7) その他計算書類作成のための基本となる重要な事項

消費税等の会計処理　　　　　　　　消費税及び地方消費税の会計処理は、税抜方式によ

っております。

(8) 表示方法の変更

（損益計算書）

① 投資不動産賃貸費用の表示方法は、従来、損益計算書上、「販売費及び一般管理費」

及び「営業外費用」の「減価償却費」に含めて表示しておりましたが、当事業年度より

「営業外費用」の「投資不動産賃貸費用」（当事業年度は26,398千円）として表示する方

法に変更いたしました。この変更は、損益区分をより適切に表示することを目的として

「営業外収益」の「投資不動産賃貸料」（当事業年度は50,979千円）と同一の損益区分で

表示するために行ったものであります。

② 前事業年度まで独立掲記しておりました「営業外費用」の「減価償却費」（当事業年度

は983千円）は、金額的重要性が乏しくなったため、当事業年度より、「営業外費用」の

「その他」に含めて表示しております。
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２．貸借対照表に関する注記

(1) 担保に供している資産

建 物 273,255千円

土 地 427,250千円

投 資 不 動 産 126,798千円

計 827,304千円

なお、担保に係る債務の金額は、長期借入金200,000千円、１年内返済予定の長期借入金

700,000千円であります。

(2) 有形固定資産の減価償却累計額 3,034,821千円

(3) 関係会社に対する金銭債権、債務は次のとおりであります。

①　短期金銭債権 139,110千円

②　短期金銭債務 274,646千円

(4) 当座貸越契約及び貸出コミットメント契約に基づく当事業年度末の借入未実行残高は次の

とおりであります。

当座貸越極度額及び貸出コミットメントの総額 2,300,000千円

借入実行残高 200,000千円

　差引額 2,100,000千円

なお、上記のうち、貸出コミットメント契約（契約総額1,500,000千円）には財務制限条項

が付されており、連結貸借対照表の純資産の部の金額が、平成29年12月決算期末日における

連結貸借対照表の純資産の部の金額の75％未満の金額になった場合は、契約先の要求により、

契約は解約される可能性があります。

３．損益計算書に関する注記

関係会社との取引高

①　売上高 530,940千円

②　仕入高 3,864,107千円

③　外注加工費 7,871千円

④　営業取引以外の取引高 1,140,330千円
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４．株主資本等変動計算書に関する注記

自己株式の数に関する事項

株 式 の 種 類 当事業年度期首の株式数 当事業年度増加株式数 当事業年度減少株式数 当事業年度末の株式数

普 通 株 式 711千株 －千株 －千株 711千株

(注)当事業年度末の自己株式の株式数には役員株式給付信託（BBT）制度の信託口が保有する

当社株式85千株が含まれております。

５．税効果会計に関する注記

(1) 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生原因別の内訳

繰延税金資産

未払事業税 2,254千円

賞与引当金 33,292千円

たな卸資産評価損 16,704千円

役員株式給付引当金 3,846千円

貸倒引当金 5,097千円

投資有価証券評価損 3,731千円

関係会社株式評価損 47,611千円

固定資産除却損 1,825千円

減損損失 192,250千円

資産除去債務 14,607千円

税務上の繰越欠損金 1,402,704千円

その他 30,009千円

繰延税金資産小計 1,753,930千円

評価性引当額 △1,753,930千円

繰延税金資産合計 －千円

繰延税金負債

前払年金費用 △141,129千円

資産除去債務に対する除去費用 △2,264千円

その他 －千円

繰延税金負債合計 △143,393千円

繰延税金資産・負債（△）の純額 △143,393千円
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(2) 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの､

当該差異の原因となった主要な項目別の内訳

法定実効税率 30.7％

（調整）

交際費等永久に損金に算入されない項目 1.1％

受取配当金等永久に益金に算入されない項目 △37.5％

住民税均等割額 0.4％

評価性引当額の増減 △7.1％

外国源泉税 15.3％

期限切れ繰越欠損金 12.8％

その他 △0.5％

税効果会計適用後の法人税等の負担率 15.2％

６．関連当事者との取引に関する注記

子会社

種類
会社等の
名称

所在地
資本金又は
出 資 金

事業の内容
議決権等の所
有 割 合(％ )

関連当事者
と の 関 係

取引内容
取引金額
(千円)

科 目
期末残高
(千円)

子会社

エ ポ ン ゴ ル フ
株 式 会 社

新潟県燕市
32,000
千円

ゴルフ事業 100.0
製品の販売
役員の兼任

製品の販売
(注２)

269,934 売 掛 金 15,506

受取配当金
(注３)

161,280 － －

ENDO THAI CO.,LTD.
タ イ 国
バンコク市

385,000
千バーツ

ゴルフ事業 100.0
製 造 委 託
役員の兼任

ゴルフヘッ
ド・クラブ製
造の委託費
用 ( 注 ２ )

8,323

未収入金 11,392

買 掛 金 209,132
製品及び部材
仕入（注２)

3,304,302

ENDO METAL 
SLEEVE
(THAILAND)
CO.,LTD.

タ イ 国
チャチンサオ県

230,000
千バーツ

メタルスリーブ
事 業

100.0
製品の購入
役員の兼任

製 品 仕 入
(注２)

455,969 買 掛 金 37,332

受取配当金
(注３)

53,486 － －

ENDO FORGING
(THAILAND)
CO.,LTD.

タ イ 国
チャチンサオ県

270,000
千バーツ

鍛 造 事 業
ゴルフ事業

100.0 役員の兼任
受取配当金

(注３)
900,697 － －

取引条件及び取引条件の決定方針等

（注）１．上記の取引金額及び期末残高には消費税等は含まれておりません。

２．子会社との取引価格については、市場価格及び他の企業の状況を参考にし、その都度

交渉のうえ決定しております。

３．受取配当金については、グループ配当方針に基づき決定しております。
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７．１株当たり情報に関する注記

(1) １株当たり純資産額 746円94銭

(2) １株当たり当期純利益 84円88銭

（注）株主資本において自己株式として計上されている役員株式給付信託（BBT）制度の信託口

が所有する当社株式は、１株当たり純資産額の算定上、期末発行株式数から控除する自

己株式に含めております（当事業年度85,000株）。また、１株当たり当期純利益の算定

上、期中平均株式数の計算において控除する自己株式に含めております（当事業年度

54,027株）。

８．追加情報

（1）役員退職慰労金制度の廃止

当社の役員退職慰労引当金については、従来、役員の退職慰労金の支払に備えるため、内

規に基づく期末要支給額を計上しておりましたが、平成30年３月28日開催の定時株主総会終

結の時をもって役員退職慰労金制度を廃止しております。同制度廃止に伴い、在任期間に対

する役員退職慰労引当金の打ち切り支給を同総会で決議し、役員退職慰労引当金残高22,288

千円を、固定負債の「その他」22,288千円に計上しております。

（2）取締役等に対する株式給付信託（BBT）の導入

当社は、平成30年３月28日開催の第68回定時株主総会決議に基づき、平成30年５月14日よ

り、取締役及び監査役（以下「取締役等」といいます。）に対する新たな株式報酬制度「株

式給付信託（BBT）」（以下「本制度」といいます。）を導入しております。本制度は、取

締役等の報酬と当社の株式価値との連動性をより明確にし、取締役等が株価上昇によるメリ

ットのみならず、株価下落リスクまでも株主の皆様と共有することで、中長期的な業績の向

上等に貢献する意識を高めることを目的としております。

① 取引の概要

本制度は、当社が拠出する金銭を原資として当社株式が信託（以下、本制度に基づき設

定される信託を「本信託」といいます。）を通じて取得され、取締役等に対して、当社が定

める役員株式給付規程に従って、当社株式及び当社株式を時価で換算した金額相当の金銭

（以下「当社株式等」といいます。）が本信託を通じて給付される株式報酬制度です。な

お、取締役等が当社株式等の給付を受ける時期は、原則として取締役等の退任時となりま

す。

② 信託に残存する自社の株式

信託に残存する当社株式を、信託における帳簿価額（付随費用の金額を除く。）により、

純資産の部に自己株式として計上しております。当事業年度の当該自己株式の帳簿価額は

64,430千円、株式数は85,000株であります。

（3）連結納税制度の導入に伴う会計処理

当社は、当事業年度中に連結納税制度の承認申請を行い、翌事業年度から連結納税制度が

適用されることとなったため、当事業年度から「連結納税制度を適用する場合の税効果会計

に関する当面の取扱い（その１）」（企業会計基準委員会　実務対応報告第５号　平成27年

１月16日）及び「連結納税制度を適用する場合の税効果会計に関する当面の取扱い(その

２）」（企業会計基準委員会　実務対応報告第７号　平成27年１月16日）に基づき、連結納

税制度の適用を前提とした会計処理を行っております。

９．重要な後発事象に関する注記

該当事項はありません。
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連結計算書類に係る会計監査報告

独立監査人の監査報告書

平成31年２月21日

株式会社遠藤製作所

取締役会　御中

有限責任監査法人　トーマツ
指定有限責任社員
業 務 執 行 社 員

公認会計士 矢 野 浩 一 ㊞

指定有限責任社員
業 務 執 行 社 員

公認会計士 石 尾 雅 樹 ㊞

当監査法人は、会社法第444条第４項の規定に基づき、株式会社遠藤製作所の平成30年１月
１日から平成30年12月31日までの連結会計年度の連結計算書類、すなわち、連結貸借対照表、
連結損益計算書、連結株主資本等変動計算書、連結計算書類の作成のための基本となる重要な
事項及びその他の注記について監査を行った。

連結計算書類に対する経営者の責任

経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して連
結計算書類を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表
示のない連結計算書類を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整
備及び運用することが含まれる。

監査人の責任
当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から連結計算書類

に対する意見を表明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認めら
れる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準は、当監査法人に連結計算書類に重要な
虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得るために、監査計画を策定し、これに基づ
き監査を実施することを求めている。
監査においては、連結計算書類の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が実

施される。監査手続は、当監査法人の判断により、不正又は誤謬による連結計算書類の重要な
虚偽表示のリスクの評価に基づいて選択及び適用される。監査の目的は、内部統制の有効性に
ついて意見表明するためのものではないが、当監査法人は、リスク評価の実施に際して、状況
に応じた適切な監査手続を立案するために、連結計算書類の作成と適正な表示に関連する内部
統制を検討する。また、監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者
によって行われた見積りの評価も含め全体としての連結計算書類の表示を検討することが含
まれる。
当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。

監査意見
当監査法人は、上記の連結計算書類が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会

計の基準に準拠して、株式会社遠藤製作所及び連結子会社からなる企業集団の当該連結計算書
類に係る期間の財産及び損益の状況をすべての重要な点において適正に表示しているものと
認める。

利害関係
会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害

関係はない。

以　上
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計算書類に係る会計監査報告

独立監査人の監査報告書

平成31年２月21日

株式会社遠藤製作所

取締役会　御中

有限責任監査法人　トーマツ
指定有限責任社員
業 務 執 行 社 員

公認会計士 矢 野 浩 一 ㊞

指定有限責任社員
業 務 執 行 社 員

公認会計士 石 尾 雅 樹 ㊞

当監査法人は、会社法第436条第２項第１号の規定に基づき、株式会社遠藤製作所の平成30
年１月１日から平成30年12月31日までの第69期事業年度の計算書類、すなわち、貸借対照表、
損益計算書、株主資本等変動計算書、重要な会計方針及びその他の注記並びにその附属明細書
について監査を行った。

計算書類等に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して計

算書類及びその附属明細書を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬によ
る重要な虚偽表示のない計算書類及びその附属明細書を作成し適正に表示するために経営者
が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。

監査人の責任
当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から計算書類及び

その附属明細書に対する意見を表明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公
正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準は、当監査法人に計算書
類及びその附属明細書に重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得るため
に、監査計画を策定し、これに基づき監査を実施することを求めている。
監査においては、計算書類及びその附属明細書の金額及び開示について監査証拠を入手する

ための手続が実施される。監査手続は、当監査法人の判断により、不正又は誤謬による計算書
類及びその附属明細書の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて選択及び適用される。監
査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、当監査法人は、
リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、計算書類及びそ
の附属明細書の作成と適正な表示に関連する内部統制を検討する。また、監査には、経営者が
採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積りの評価も含め全体
としての計算書類及びその附属明細書の表示を検討することが含まれる。
当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。

監査意見
当監査法人は、上記の計算書類及びその附属明細書が、我が国において一般に公正妥当と認

められる企業会計の基準に準拠して、当該計算書類及びその附属明細書に係る期間の財産及び
損益の状況をすべての重要な点において適正に表示しているものと認める。

利害関係
会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害

関係はない。

以　上
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監査役会の監査報告

監　査　報　告　書

当監査役会は、平成30年１月１日から平成30年12月31日までの第69期事業
年度の取締役の職務の執行に関して、各監査役が作成した監査報告書に基づ
き、審議の上、監査役全員の一致した意見として、本監査報告書を作成し、
以下のとおり報告いたします。

１．監査役及び監査役会の監査の方法及びその内容
(1) 監査役会は、当期の監査方針、監査計画、職務の分担等を定め、各監査

役から監査の実施状況及び結果について報告を受けるほか、取締役等及
び会計監査人からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じ
て説明を求めました。

（2) 各監査役は、監査役会が定めた監査役監査の基準に準拠し、監査の方
針、職務の分担等に従い、取締役、内部監査室その他の使用人等と意思
疎通を図り、情報の収集及び監査の環境の整備に努めるとともに、以下
の方法で監査を実施しました。
①　取締役会その他重要な会議に出席し、取締役及び使用人等からその

職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求め、重要
な決裁書類等を閲覧し、本社及び工場において業務及び財産の状況を
調査いたしました。また、子会社については、子会社の取締役等と意
思疎通及び情報の交換を図り、必要に応じて子会社から事業の報告を
受けました。

②　事業報告に記載されている取締役の職務の執行が法令及び定款に適
合することを確保するための体制その他株式会社及びその子会社から
成る企業集団の業務の適正を確保するために必要なものとして会社法
施行規則第100条第１項及び第３項に定める体制の整備に関する取締
役会決議の内容及び当該決議に基づき整備されている体制（内部統制
システム）について、取締役及び使用人等からその構築及び運用の状
況について定期的に報告を受け、必要に応じて説明を求め、意見を表
明いたしました。

③　会計監査人が独立の立場を保持し、かつ、適正な監査を実施してい
るかを監視及び検証するとともに、会計監査人からその職務の執行状
況について報告を受け、必要に応じて説明を求めました。また、会計
監査人から「職務の遂行が適正に行われることを確保するための体
制」（会社計算規則第131条各号に掲げる事項）を「監査に関する品質
管理基準」（平成17年10月28日企業会計審議会）等に従って整備して
いる旨の通知を受け、必要に応じて説明を求めました。

　　以上の方法に基づき、当該事業年度に係る事業報告及びその附属明細
書、計算書類（貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書、重要
な会計方針及びその他の注記）及びその附属明細書並びに連結計算書類
（連結貸借対照表、連結損益計算書、連結株主資本等変動計算書、連結
計算書類の作成のための基本となる重要な事項及びその他の注記）につ
いて検討いたしました。
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２．監査の結果
(1) 事業報告等の監査結果

①　事業報告及びその附属明細書は、法令及び定款に従い、会社の状況
を正しく示しているものと認めます。

②　取締役の職務の執行に関しては、取締役の職務の執行に関する不正
の行為または法令もしくは定款に違反する重大な事実は認められませ
ん。

③　内部統制システムに関する取締役会決議の内容は相当であると認め
ます。また、当該内部統制システムに関する事業報告の記載内容及び
取締役の職務の執行についても、財務報告に係る内部統制を含め、指
摘すべき事項は認められません。
　なお、元取締役による不正行為発覚後に策定いたしました再発防止
策については、今年度も継続いたしました。
　当監査役会としては、徹底した再発防止策の実施及び内部統制シス
テムの強化、コーポレート・ガバナンス及びコンプライアンス体制の
充実が図れるよう、進捗状況を注視してまいります。

(2) 計算書類及びその附属明細書の監査結果
会計監査人有限責任監査法人トーマツの監査の方法及び結果は相当で

あると認めます。
(3) 連結計算書類の監査結果

会計監査人有限責任監査法人トーマツの監査の方法及び結果は相当で
あると認めます。

平成31年３月１日

株式会社遠藤製作所　監査役会
常勤監査役 石 井 　 登 ㊞

監　査　役 佐 野 榮 偉 ㊞

監　査　役 相 馬 　 卓 ㊞

監　査　役 長 橋 　 昇 ㊞

 (注) 監査役佐野榮偉、監査役相馬卓及び監査役長橋昇は、会社法第２条第
16号及び第335条第３項に定める社外監査役であります。

以　上
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株主総会参考書類

議案及び参考事項

第１号議案　剰余金処分の件

剰余金処分につきましては、以下のとおりといたしたいと存じます。

１．期末配当に関する事項

当期の期末配当につきましては、当期の業績並びに今後の事業展開等を勘

案いたしまして以下のとおりといたしたいと存じます。

①　配当財産の種類

金銭といたします。

②　配当財産の割当てに関する事項及びその総額

当社普通株式１株につき金12円といたしたいと存じます。

なお、この場合の配当総額は105,779,148円となります。

③　剰余金の配当が効力を生じる日

平成31年３月29日といたしたいと存じます。

２．その他の剰余金の処分に関する事項

該当事項はありません。
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第２号議案　取締役５名選任の件

　取締役全員（６名）は、本総会終結の時をもって任期満了となります。つきま

しては、取締役会において、より機動的に意思決定が行えるよう、取締役１名減

員し、取締役５名の選任をお願いするものであります。

　取締役候補者は、次のとおりであります。

候補者
番号

ふりがな

氏　　名
（生年月日）

略歴、当社における地位及び担当
（重 要 な 兼 職 の 状 況）

所有する
当社の株
式数

１
わたべ　　たいし

渡部　大史
(昭和42年３月19日生)

平成２年４月　サッポロビール(株)(現 サッポロホ

ールディングス(株))入社

平成14年10月　同社経理部

平成26年４月　(株)恵比寿ワインマート出向取締役

総務部長

平成29年４月　当社顧問

平成29年６月　当社取締役副社長兼タイ駐在室担当

平成30年１月　当社取締役副社長兼経営企画部担当

平成30年３月　当社代表取締役社長兼経営企画部兼

医療機器・新分野事業部担当（現任）

［重要な兼職の状況]

エポンゴルフ(株)取締役

ENDO THAI CO.,LTD.取締役社長

ENDO METAL SLEEVE(THAILAND)CO.,LTD.取締役社長

ENDO FORGING(THAILAND) CO.,LTD.取締役社長

7,600株
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候補者
番号

ふりがな

氏　　名
（生年月日）

略歴、当社における地位及び担当
（重 要 な 兼 職 の 状 況）

所有する
当社の株
式数

２
つるまき　まさえい

鶴巻　政衛
(昭和28年１月１日生)

平成24年７月　当社入社

平成24年10月　当社ゴルフ技術部長

平成25年６月　当社ENDO THAI CO.,LTD.駐在室長

平成26年３月　当社ゴルフ技術部長兼ENDO THAI 

CO.,LTD.駐在室長

平成26年12月　当社ゴルフ事業部長兼ゴルフ技術部長

兼ENDO THAI CO.,LTD.駐在室長

平成27年６月　当社取締役ゴルフ事業部担当兼ゴルフ

技術部長兼ENDO THAI CO.,LTD.駐在室

長

平成27年10月　当社取締役ゴルフ事業部担当

平成29年６月　当社常務取締役ゴルフ事業部兼ステン

レス事業部兼医療機器・新分野事業部担

当

平成30年３月　当社取締役副社長兼ゴルフ事業部兼メ

タルスリーブ事業部担当（現任）

［重要な兼職の状況］

エポンゴルフ(株)専務取締役

ENDO THAI CO.,LTD.取締役

ENDO METAL SLEEVE(THAILAND)CO.,LTD.取締役

4,000株

３
あおき　　ひろゆき

青木　宏行
(昭和16年12月30日生)

平成５年２月　(株)第四銀行三条東支店長

平成７年２月　同社事務集中部長

平成12年４月　加茂信用金庫常務理事

平成18年３月　(株)エポラス代表取締役社長

平成29年２月　当社顧問

平成29年６月　当社専務取締役管理部門担当（現任）

［重要な兼職の状況]

エポンゴルフ(株)取締役

2,300株

－ 45 －

取締役5名選任の件



候補者
番号

ふりがな

氏　　名
（生年月日）

略歴、当社における地位及び担当
（重 要 な 兼 職 の 状 況）

所有する
当社の株
式数

４
むらた　　くにひろ

村田　國弘
(昭和32年５月20日生)

平成20年10月　当社入社　ENDO FORGING(THAILAND)

　　　　　　　CO.,LTD.駐在

平成24年４月　当社フォージング部長

平成27年11月　当社タイ統括駐在室長兼フォージン

グ部長

平成28年３月　当社執行役員タイ統括駐在室長兼フ

ォージング事業部長

平成29年６月　当社タイ統括駐在室長兼フォージン

グ事業部長

平成30年１月　当社フォージング事業部長

平成30年３月　当社取締役フォージング事業部担当

（現任）

［重要な兼職の状況]

ENDO THAI CO.,LTD.取締役

ENDO METAL SLEEVE(THAILAND)CO.,LTD.取締役

ENDO FORGING(THAILAND) CO.,LTD.取締役

11,300株

５
かたやま　りゅうじ

片山　隆二
(昭和11年３月25日生)

平成５年５月　第四ビジネスサービス(株)取締役社長

平成12年６月　当社常勤監査役

平成15年11月　(株)テクノリンク監査役(現任)

平成17年６月　当社社外取締役（平成22年６月退任）

平成27年６月　当社社外取締役（現任）

［重要な兼職の状況］

(株)テクノリンク監査役

11,900株

　（注）１．各候補者と当社との間には特別の利害関係はありません。

２．片山隆二氏は、社外取締役候補者であります。

３．片山隆二氏を社外取締役候補者とした理由は、直接会社経営に関与した経験、

及び現在他社の監査役に就任している経験等から、豊富な知識、見識を当社の

企業経営の透明性を高めるため、客観的視点から監督に活かしていただくため

であります。

４．片山隆二氏は、現在当社の社外取締役でありますが、社外取締役としての在任

年数は、本総会終結の時をもって３年９ヶ月であります。

５．当社は、片山隆二氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として届け出て

おります。同氏が再任された場合は、当社は引き続き同氏を独立役員とする予

定であります。

６．渡部大史氏は、当社代表取締役会長遠藤栄松氏の三親等以内の親族でありま

す。
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第３号議案　監査役３名選任の件

　本総会終結の時をもって、監査役石井登氏、佐野榮偉氏、相馬卓氏は、任期満

了となります。つきましては、監査役３名の選任をお願いするものであります。

なお、本議案に関しましては、監査役会の同意を得ております。

　監査役候補者は、次のとおりであります。

候補者
番号

ふりがな

氏　　名
（生年月日）

略歴、当社における地位
（重 要 な 兼 職 の 状 況）

所有する当
社の株式数

１
いしい　　のぼる

石井　登
(昭和17年３月19日生)

平成７年２月　(株)第四銀行人事部副部長兼人事相

　　　　　　　談室長

平成15年８月　(株)コムウェル取締役経理部長兼人

　　　　　　　事総務部長

平成18年９月　NPO法人えちご逸品ぞくぞく発掘会

　　　　　　　専務理事

平成29年10月　当社入社 内部監査室

平成30年３月　当社常勤監査役（現任）

［重要な兼職の状況]

エポンゴルフ(株)監査役

500株

２
さの　　よしい

佐野　榮偉
(昭和11年１月19日生)

平成６年７月　新潟税務署長

平成７年８月　税理士事務所開業

平成12年６月　当社監査役（現任）

17,000株

３
そうま　たかし

相馬　卓
(昭和39年６月21日生)

平成10年４月　相馬卓法律事務所を開設

平成12年２月　牛木相馬特許法律事務所を開設

平成14年１月　弁護士法人新潟第一法律事務所に参

加

平成15年６月　当社監査役（現任）

平成16年９月　にいがた国際法律事務所を開設

－ 株

（注）１．各候補者と当社との間には、特別の利害関係はありません。

２．佐野榮偉氏及び相馬卓氏は、社外監査役候補者であります。

３．佐野榮偉氏を社外監査役候補者とした理由は、過去に社外役員となること以外の

方法で直接会社の経営に関与された経験はありませんが、税務署長及び税理士と

して培われた財務・税務知識を、当社の監査に活かしていただくためです。な

お、同氏の当社監査役の在任期間は、本総会終結の時をもって18年９ヶ月であり

ます。

４．相馬卓氏を社外監査役候補者とした理由は、過去に社外役員となること以外の方

法で直接会社の経営に関与された経験はありませんが、弁護士としての専門的な

見解を、当社の監査に活かしていただくためです。なお、同氏の当社監査役の在

任期間は、本総会終結の時をもって15年９ヶ月であります。

５．佐野榮偉氏及び相馬卓氏が当社社外監査役在任中に、当社の連結子会社におい

て、当社の元取締役による不正行為が判明しました。判明後直ちに、両氏は不正

行為の真相解明等のための社内調査委員会の委員（相馬卓氏は委員長）に就任す

るとともに、内部統制の更なる強化を要請し、再発防止策の提言を行う等、その

職責を果たしております。

以　　上
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